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校長 木内 功

風薫る５月、校庭で耳を澄ますといろいろな鳥のさえずり
が聞こえてきます。雀や雲雀に加え、四十雀が心地よい
リズムを刻んでいます。
４月の授業参観・懇談会には、ご多用にもかかわらず

ご来校いただき、たいへんありがとうございました。また、家庭訪問へのご協力もあ
りがとうございます。子どもたちの地元や通学経路を確認するだけでなく、保護者の
方と直接お会いしお話しさせていただくことで、これからの指導に生かせることがた
くさんあります。今後もご意見やご質問がありましたらお寄せください。
引き続き、すべての児童にとって、学校が安全で楽しく学ぶことができる場となる

よう努力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

１年生 わくわくドキドキはじめての給食
４月２０日、１年生の給食が始まりました。白衣を着た給食

当番が配膳室に給食ワゴンを取りに行きます。教室に着いたら

初めての配膳。緊張感Maxで盛り付けていきます。初日のこん

だては、うさぎパン､鮭のパン粉焼き､ミネストローネ､牛乳で

す。ひとりずつ給食を受け取り、慎重に慎

重に座席に運び、ついにその瞬間が・・・。

「おいしい！」と満足そうに食べていました。前日の練習が生かされ、

牛乳パックの後始末も上手にできていました。

藤沢市では、各学校にスクー

ルカウンセラー(SC)を派遣しています。

今年度は、本校での勤務は火曜日の９～

１７時です。

心配なこと、お困りのことがありまし

たら、担任の先生や児童支援担当（みん

なの先生）、養護の先生を通じて、お気

軽にご相談ください。

スクールカウンセラー

今月は４月と５月の２ヶ月分です。

残高不足で引き落とし不能とならな

いように、口座の残高を確認してお

いてください。未納の場合は、藤沢

市から連絡がいくことになります。

１年生 ６３９０円

２~６年生 ９０００円

第１･第３･第５土曜日の校庭開放
第１･第３･第５土曜日は、学校の校庭を「遊びのひろば」として開放しています。

利用する場合は、以下の点に注意をお願いします。
・正門か東門から出入りしてください。西門はストッパーがかかっています。
・利用時は必ず大人と一緒に来るようにしてください。
・夏休み･冬休み･春休みの期間の開放はありません。

就学援助制度をご存じですか？
藤沢市では、経済的な事情でお子さんの就学が困難な世帯に、学用品費や給食費の一

部を援助する制度があります。ご希望の方は必要書類を学校に提出してください。

不審者情報の発信や緊急の際の連絡は、連絡メール(すぐメール)で連絡をします。
現在登録状況の確認をしておりますが、お済みでない場合は登録をお願いします。ア

ドレスを変更した場合は情報の修正を、端末を変えた場合は迷惑メール対策の設定をお
願いいたします。また、兄弟関係の中で下の学年の児童情報が追加されていない場合、
全校対象メールは届いても、下のお子さんの学年対象メールは届きません。ご確認をお
願いいたします。
なお、場合によっては地区連絡網も併用します。また、登録されないご家庭には、直

接電話で緊急連絡をいたします。

５月の主な行事予定
日 曜 主な行事予定 日 曜 主な行事予定

１ 月 視力検査1年 家庭訪問 17 水 クラブ活動

２ 火 18 木

３ 水 ・・・・憲法記念日・・・・・・・・ 19 金 PTA会費集金日

４ 木 ・・・・みどりの日・・・・・・・・ 20 土 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

５ 金 ・・・・こどもの日・・・・・・・・ 21 日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

６ 土 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 月 耳鼻科検診2･4･6年･3･5年抽出者

７ 日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 火 眼科検診１～６年

８ 月 聴力検査2年 24 水 ６年体育大会(県ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ)

９ 火 聴力検査1年 25 木

10 水 委員会活動 聴力再検査 26 金 PTA運営委員会

11 木 27 土 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

12 金 視力再検査(5･6年) 28 日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

13 土 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 月 救急法講習会(職員)

14 日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 火

15 月 視力再検査(3･4年) 引取り訓練 アルミ缶回収(～19日) 31 水 給食費引落日

16 火 視力再検査(1･2年)

＊５月１９日(金)は PTA会費集金日です。PTA役員さんがまとめ、銀行に入金します。一度で集め

られるようにご協力お願いします。



家庭への知らせ「なかさと」の変更等につきまして
2020年度、文科省の学習指導要領改訂により、学習領域や評価の観点が変わりました。

そのことを受け、学校では評価の仕方や家庭への知らせ「なかさと」の様式について、子ども
たちや保護者の皆様にとってよりよいものになるよう検討を重ねてきました。保護者の皆様に
とって、お子様の様子がより分かりやすく、子どもたちにとっても、頑張りが認められて励みに
なる評価の在り方を考えてきました。話し合いを進めた結果、次のようにお知らせする方法を
見直し、「なかさと」についても変更をおこないました。
従来、学習状況や学校生活の様子について文章表記でお知らせしてきた所見欄は、１学

期および３学期に記入することとし、2学期の様子や状況につきましては、文章表記によるお
知らせではなく、12月に行う面談においてお伝えしていきます。学習や生活での成長や頑張
り、今後の課題など、限られた文面だけではお伝えしきれないことを、直接分かりやすくお話し
するとともに、ご家庭からのご意見等もいただければと思っております。そのため、全ての児童
について面談をおこないますので、あわせてご予定もよろしくお願いいたします。
また、児童に対しましても、日常の中での声かけやワークシートやノート等へのコメント、学

級通信などで頑張りや課題について伝えていきたいと思っています。また、「なかさと」を渡す
際におきましても、成長や課題についてお話ししていきます。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

※藤沢北警察署から届く、児童の安全に関するお便り『おおだこ通信』です。

これからも掲載していきますのでよろしくお願いいたします。


